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1 消費税改正について「Sales Quote Assistant」 

はじめに 

 

消費税改正に対応した運用をするために必要な作業の案内です。 

国税庁より公表された『消費税改正法のお知らせ』に基づいています。 

※詳細は国税庁のホームページをご確認いただくか、管轄の税務署や税理士または会計士へご

相談ください。 

 

製品「Sales Quote Assistant」の対応内容 

 

1. 消費税「10％」への引き上げ 

2. 軽減税率制度への対応 

3. 帳票の表示形式の追加（区分記載請求書の形式へ対応） 

 

※２、３については、軽減税率対象の商品を取り扱う場合に設定してください。 

※いずれの対応も、管理者権限ユーザーにてシステム設定にログインが必要です。 

 

  



2 消費税改正について「Sales Quote Assistant」 

1.消費税「10％」への引き上げ 

Sales Quote Assistantはフォームごとに税率の変更が可能です。 

税率10％の見積が必要になった時点でフォームの税率を変更してください。 

 

※変更後に新規作成された見積書に税率10％が適用されます。 

変更前に作成した見積書には設定は反映されません。 

※8％の見積書と並行して利用する場合、フォームをコピーして10％用のフォームを作成してください。 

 

手順 

① 税率を変更したいフォームを開きます。 

システム設定の Sales Quote Assistant より『フォーム設定』の『フォーム一覧』を選択します。

フォーム一覧から税率を変更したいフォームを開きます。 

  



3 消費税改正について「Sales Quote Assistant」 

② 税率を変更して保存します。 

画面上部のタブにて『合計項目』を選択し、『税額合計』の税率を「8％」から「10％」に変更し

ます。変更後に保存してください。 

※フォームをコピーする場合はコピーボタンを押してコピー後に税率を変更してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 消費税改正について「Sales Quote Assistant」 

2.軽減税率制度への対応 

軽減税率の対象となる商品を扱う場合に、以下の対応をしてください。 

 見積書フォームの明細項目に『税率』を配置する 

 見積書フォームの合計項目で『税額合計』を配置し、課税を『税率単位』とする 

 商品マスタにて、軽減税率の対象となる商品の『税率』を8％とする。 

 

手順 

軽減税率制度に対応したフォームは新規作成から簡単に作成できます。 

① 軽減税率制度に対応した見積書フォームを作成する 

システム設定の Sales Quote Assistant より『フォーム設定』の『フォーム一覧』を選択します。 

新規登録ボタンから『見積書』を選択して新規登録画面を開きます。 

 

 

 

  



5 消費税改正について「Sales Quote Assistant」 

② 概要を設定し、設定ガイドの『税の扱い』で「税率単位」を選択してください。 

この設定から作成すると軽減税率制度に必要な項目や設定が初期値として設定されます。 

こちらの設定後合わせて3.帳票の表示形式の追加を参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 消費税改正について「Sales Quote Assistant」 

3.帳票の表示形式の追加（区分記載請求書の形式へ対応） 

軽減税率の対象となる商品を扱う場合に、以下の対応をしてください。 

 印刷レイアウトで軽減税率の対象品目である旨を明記する 

 印刷レイアウトで税率ごとに区分した対価の額を表示する 

 

手順 

① 印刷レイアウト画面を開きます。 

システム設定の Sales Quote Assistant より『フォーム設定』の『フォーム一覧』を選択します。 

フォーム一覧から変更したいレイアウトを開きます。 

② 印刷レイアウトの設定にて必要な項目を設定します。 

※フォームで軽減税率に対応した設定の場合、自動的に次の項目が配置されます。 

 明細項目『税率』 

 合計項目『課税対象額（税率別の内訳）』と合計項目『税額（税率別の内訳）』 

（詳細設定の税率にて10%対象と8%対象の項目を設定） 

 税率8%の商品が軽減対象である旨を記載 

 

 

  



7 消費税改正について「Sales Quote Assistant」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 商標 

本説明書に登場する会社名、製品名は各社の登録商標、商標です。 

○ 免責 

本説明書に掲載されている手順による操作の結果、ハード機器に万一障害などが発生しても、弊社では一切の責任を負いま

せんのであらかじめご了解ください。 

○ 発行 

2019 年 9 月 20 日 第 1 版 

 

サポートデスク 

E-mail：support@ni-consul.co.jp Fax：082-511-2226 

営業時間：月曜日～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00（当社休業日、土・日・祝日を除く） 
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